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　「トイレはビニール袋とゴミ箱で簡易トイレを作
る」「おむつや車の携帯トイレを使う」「食事はお
やつで代用する」「水の確保は元気な者が担う」な
ど、さまざまなアイデアが出されました。
　参加された皆さんからは「防災を考えるきっかけ
になってよかった」「マンションではお互いが助け
合うコミュニティが大切だ」といった感想をいただ
きました。また、参加者同士で名刺交換をするなど、
新しい出会いもあったようです。今回のセミナー
が、人と人とのつながりのきっかけになれば幸い
です。

（森田）

　当日の参加者は、草津市の自治会に加入してな
いマンション、加入しているマンション、その他、
市外からは管理組合法人のマンションや大阪のマ
ンション連合会に加入しているマンションの居住
者など、さまざまでした。
　年代も子育て世代から高齢世帯の方まで、また、
マンション防災について勉強したいという方など、
幅広い世代の方にご参加していただきました。当
日参加の方も多く、準備していた資料もなくなり、
スタッフのものをお渡しするほど。また、運営には
草津市の防災士会や地域防災実践ネット「チーム・
アイ・ジャパン」、防災おにぎり委員会の人たちに
もご協力いただきました。
　　　　　　　　　　　◇
　集改センターが設立して 14 年、今回初めて、子
育て世代の方も意識したセミナーを行いました。10
分の講座を２つにして、あとの時間は、皆さんで
震度７の地震発生後５時間と３日後の食事とトイ
レについての話し合いをしていただきました。
　炊飯袋で炊いたご飯の試食やジャンケンゲーム
などを入れた休憩時間も２回取りましたが、休憩
時間に席を立つ人はほとんどなく、皆さんはずっ
と熱心にお話をされていました。

　「マンションの防災力をアップしよう！～地震発生直後を仮想体験する～」をテーマに、昨年 11月 5日、ＮＰ

Ｏ集合住宅改善センター（略称・集改センター）主催による「第７回新時代のマンションセミナー」が草津市・フェ

リエの５階、大会議室で開催されました。参加者自らが考える形式で「ワーク」を行い、震災後の生活をどうす

るかについて多数のアイデアが出ました。（２面にフォトレポート）

震災直後のマンションを想定
草津市でのセミナーが好評でした

11 月 5日、セミナー会場で
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フォトレポート 「第７回新時代のマンションセミナー」

　開会あいさつをする松山功集改センター代表理事

「第７回新時代のマンションセミナー」

「愛ちゃんの腹話術」でやさしく防災訓練を説明

チーム・アイ・ジャパン・口ノ町氏による説明

各テーブルごとに代表者が発表

「防災おにぎり委員会」からのアピール

草津市危機管理課・岩佐卓實氏による講演

震災後にするべきことを参加者で話し合い

さまざまなアイデアが出されました



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号

「第７回新時代のマンションセミナー」「第７回新時代のマンションセミナー」 新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す　

匠
の
会



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す　

匠
の
会



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す　

匠
の
会



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号

　はじめに

　平成 2 ７年度に発覚した東洋ゴム工業の免震部
材のデータ偽装問題、横浜市のマンションにおけ
る杭データの改ざん問題、大規模修繕工事の実施
に際して多数散見される耐震スリットの施工ミス
の発覚問題、そして東日本大震災で発生した立体
駐車場スロープ崩落事故による刑事裁判について、
製造・施工、設計上の問題点とマスコミ報道等によ
り少し誇張して伝えられている事件の本質を見定
め、今後に生かしていただければと思っています。

　免震偽装問題

　「高減衰積層ゴムという免震部材のデータ偽装が
10 年以上前から行われていた」と国土交通省より
公表があり、当部材が高層を含む共同住宅や重要
文化財の建物などに使用されていたため大きな事
件として取り上げられました。
　改ざん前の実データを使った検証では、許容範
囲に収まっていたのはごくわずかで、ほとんどが
許容範囲外という結果が出ました。

　杭データ偽装問題

　横浜にある鉄筋コンクリート造の地上 12 階建て、
総戸数 705 戸という大規模マンションで、住民が
渡り廊下の約２ｃｍのズレを発見したことにより、
施工時の杭打ちデータの改ざんが発覚しました。

　杭工法に問題があるのではと大きく取り上げら
れましたが、私見ですが、横浜特有の支持地盤層
の凹凸の見逃しに建物傾斜の大きな要因があるの
ではないか、と考えています。

　耐震スリット施工ミス

　マスコミ等ではあまり報道されていませんが、大
規模修繕工事時に数多く目にする施工ミスに、構
造スリットの未設置や寸法不足があります。大手
ゼネコンが施工した大手分譲会社の物件において
も不具合が確認されています。
　方立て壁の不具合はまだしも、腰壁におけるス
リットの施工ミスは注意したいところです。この
問題に対処するため、大手ゼネコンでは現場打ち
をしないなどの方法を採用しています。

　建物被害における建築士の刑事責任

　本件は、大規模量販店の立体駐車場における取
付けスロープの崩落により 2 名が死亡、設計した
建築士が第 1 審で業務上過失致死傷罪に問われた事
件です。意匠図と構造図の不整合等の争点があり、
上告審である東京高裁の判断が注目されます。

　まとめ

　実際の被害はマスコミ報道ほど大きくないので
は、と思いますが、施工、設計にかかわらず認識
の甘い安易な行為が、結
果的に大きな打撃となっ
て帰ってくるということ
を、真摯に受け止め、今
後に生かせてもらえれば
幸いです。

スキルアップセミナーの報告から

施工ミスと施工偽装に学ぶ構造問題
講　師：新保勝浩（構造設計 1級建築士、NPO集改センター会員）



- � -

NPO 集改ニュース2017（平成29）年1月 通巻第50号

スキルアップセミナーの予定
月日 部門 講師 / 進行 内　　容

No.145

２月１日

管理

運営

枝 俊男

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

■マンションの漏水事故を検証する。
マンションの漏水事故は厄介な問題です。漏水調査、修繕、上下階の話合い、賠償
問題、管理組合・居住者が掛ける漏水の保険を検証し、漏水事故への備えや有効な
対策について考えましょう。

No.146

３月１日

設計

監理

松山 功

一級建築士

■大規模工事を知る＆考える
管理組合が計画実行をするビッグイベントです。修繕＆改修工事の目的をどれだけ
私たちは知っているのか、この工事の目的を今一度考えてまいませんか。

　訪日外国人客の増加に伴い、「民泊」が注目され
ています。平成 26 年には国家戦略特区に大阪市全
域が指定を受け、その特区において実施すること
ができる事業の一つに「外国人滞在
施設経営事業」があります。これは
大阪市長が認定することにより、安
全性・衛生面に配慮した滞在施設を
提供する環境を整備するため、旅館
業法の特例を活用するものです。
　大阪市では、このほど同事業の実
施地域（別図）を発表しました。
　実施地域は、原則として建築基準
法第 48 条により「ホテル・旅館」の
建築が可能な用途地域（第一種住居
地域にあっては 3,000㎡以下）です。
　用途地域内の建物でも、民泊に利
用できる施設は、床面積 25 平米以上、
施錠ができ、バス・トイレ・キッチ
ンを各居室に装備するなどの規定が
あります。

「民泊」実施地域が決まりました
マンションも条件により可能に

入会のご案内
■正会員（入会金 6,000 円、年会費 18,000 円）

　NPO のメンバーとして活動しませんか。マンション管

理士、建築士、弁護士、司法書士、税理士他、専門家

の集まりです。マンション管理組合の支援活動を中心

に、さまざまな課題に取組んでいます。

■賛助会員（入会金 30,000 円、年会費 60,000 円～）

　大規模修繕施工会社、資材メーカー、販売、管理会社

他マンション関係企業による勉強会や技術研究等に取

組んでいます。

■メール会員（会費無料・メールアドレスをお持ちの方限定）

　区分所有者、役員等、マンションに関する情報をお届

けします。毎月開催するスキルアップセミナーのご案

内と参加ができます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

　NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セ
ンター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ハ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********

大阪市内における外国人滞在施設経営事業
（旅館業法の特例）実施地域

※原則として建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な
用途地域（第一種住居地域にあっては3,000㎡以下）を事業実施地域とするが、
例外的に諸法令及び都市計画による制限を受ける場合がある。

凡例

実施地域

実施地域（3000㎡以下）

第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

第一種住居地域

　分譲マンションの場合は、管理規約に民泊の禁
止規定がないことが前提になります。 
　事業者には、管理規約に違反していないことを
証明する書類の添付が義務づけられています。（た
だし、管理規約などで民泊が認められている場合
は必要ありません）


